
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  貸付事業用宅地等とは                    

Ｑ：小規模宅地等の特例における貸付事業

用宅地等の取扱いが変わったとか。適用対象

になる宅地等とは、どんな宅地ですか？                           

                                              

Ａ：相続開始の日まで３年を超えて引き続

き準事業以外の貸付事業を行っていた宅地等

に適用されます。 

【解説】 

小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地

等について、その200㎡までの部分につき50%

の評価減が認められていることから、相続直

前に貸付用不動産を購入して相続税の節税を

するという対策が広く行われていました。 

そこで、これを規制するため相続開始前３

年以内に新たに貸付事業の用に供されたもの

を適用から除外し、相続開始の日まで３年を

超えて引き続き準事業以外の貸付事業を行っ

ていたものについて特定貸付事業として適用

できることとされました。 

平成30年４月１日以後に新たに貸付事業の

用に供された宅地等が規制の対象になります。 

特定貸付事業に該当するかどうかは、社会

通念上事業と称するに至る程度の規模で貸付

が行われているかどうかで判定されますが、

不動産貸付については不動産所得を生ずべき

事業かどうか(５棟10室基準)で判定され、駐

車場や駐輪場については自己の責任において

他人の物を保管するもので、事業所得を生ず

べきものかどうかで判定することされていま

す。 
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